
 

 

 

随意契約について 

令 和 元 年 9 月  

福島県入札監理課 

１ 随意契約とは                                    

競争の方法によらないで、県が任意に特定の相手方を選択して契約を締結する方法を 

いいます。 

 

２ 随意契約によることができる場合                                  

地方自治法施行令第１６７条の２に該当する場合（以下、代表的なものを抜粋。）  

ア 予定価格が普通地方公共団体の規則で定める額を超えない場合 

（例 工事の請負契約  ２５０万円 ← 福島県財務規則で規定） 

イ 不動産の買い入れ、物品の売払い等で性質又は目的が競争入札に適さない場合 

ウ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

エ 競争入札に付することが不利と認められるとき 

オ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

 

３ ２のオにおける随意契約への移行手続                       

（１） 応札者がいない、入札参加資格を満たす応札者がいない場合 

① アンケートを実施、原因究明 

（調査結果から、公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれる。） 

    

② 随意契約 

複数の者から見積りを徴取する。見積徴取者等について、改めて入札参加条件

等審査委員会の審議を経た上で見積合わせを行う。 

 

  ＊アンケート結果から、設計図書に問題があった場合や入札公告の不知があった場

合等は、改めて公告入札や再度入札を行いますので随意契約には移行しません。 

 

（２） 予定価格超過等により落札者がいない場合 

① 設計内容の再確認、地域要件などの条件設定の再検討、応札者が少なかった理 

由の把握等を行う。 

 

② 再度入札（設計内容等の確認の結果、変更する必要がないとき） 

     初回入札参加者だけで、もう一度入札を行う。 
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 ③ 随意契約（再度入札を行っても落札者が決まらなかったとき) 

ア 価格競争の場合 

複数の入札参加者から見積書を徴取する。 

見積徴取先を再度入札の参加者に限定するときは、入札参加条件等審査委

員会の審議は不要とする。 

 

イ 総合評価方式の場合 

       改めて入札参加条件等審査委員会の審査を経て、随意契約に移行する。 

（総合評価方式は企業の技術力等を総合的に評価して落札者を決定するため、

価格により落札者を決定する随意契約に移行して良いか、入札参加条件等審

査委員会の審議を経る必要がある。） 

 

＊設計内容等の確認の結果、設計図書に問題があった場合や入札公告の不知があった

場合等は、改めて公告入札や再度入札を行いますので随意契約には移行しません。 

 

          ☆☆詳細は別紙「入札不調時の対応フロー」をご覧ください☆☆ 

 

４ その他                                    

〇 入札参加条件等審査委員会とは 

入札参加資格の設定の適否や随意契約の理由及び相手方の選考の適否を審査しま

す。 

   入札参加条件等審査委員会は、「本庁」（会長：総務部長）と「地方」（会長：

各地方振興局長、ただし、県北地方は出納局長）の二つに分かれ、「本庁」では出先

公所長に委任された工事以外の工事について、「地方」では出先公所長に委任された

工事（設計価格３億円未満まで）について審査の対象としています。 

 

 

 




